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［
書　

評
］

下
畠
知
志
『
南
原
繁
の
共
同
体
論
』（
論
創
社
、
二
〇
一
三
年
）

―
―
南
原
繁
に
お
け
る
「
現
実
」・「
学
問
」・「
宗
教
」
―
―

川　

口　

雄　

一

一

　

本
書
は
、
五
つ
の
南
原
繁
研
究
の
論
文
の
集
成
で
あ
る
。
そ
の
各
論
文
は
、
発
表
順
に
配
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
二
つ
に
大
別
さ
れ
た

テ
ー
マ
の
下
、
意
図
的
に
編
成
さ
れ
て
い
る
。
目
次
に
従
っ
て
全
体
像
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
（
各
論
文
の
冒
頭
に
付
し
た
通
番
号
は
評

者
に
よ
る
。
ま
た
、〔　

〕
内
は
初
出
の
発
表
年
月
を
示
す
）。

第
一
部　

実
存
と
学
問

①
南
原
繁
の
「
共
同
体
」
論
―
―
一
九
三
六
年
に
お
け
る
転
回
―
―
〔
一
九
九
五
・
一
二
〕

②
南
原
繁
の
実
存
と
学
問
―
―
一
九
三
六
年
の
嘆
き
と
そ
の
昇
華
―
―
〔
一
九
九
七
・
二
〕

第
二
部　

学
問
と
思
考
様
式

③
南
原
繁
に
お
け
る
学
問
的
方
法
と
「
共
同
体
」
論
の
成
立
〔
書
き
下
ろ
し
／
二
〇
一
二
・
七
成
稿
〕

④
内
村
鑑
三
と
南
原
繁
―
―
「
天
国
と
此
世
と
の
接
触
面
」
―
―
〔
一
九
九
七
・
五
〕
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⑤
南
原
繁
の
「
フ
ィ
ヒ
テ
的
思
惟
」
と
「
共
同
体
」
論
の
構
成
―
―
「
非
我
の
論
理
」
を
め
ぐ
っ
て
―
―
〔
二
〇
〇
六
・
一
二
〕

　

著
者
に
よ
れ
ば
、「
実
存
と
学
問
」及
び「
学
問
と
思
考
様
式
」と
い
う
二
つ
の
テ
ー
マ
は
、研
究
対
象
に
於
て『
国
家
と
宗
教
』（
一
九
四
二
年
）

と『
フ
ィ
ヒ
テ
の
政
治
哲
学
』（
一
九
五
九
年
）と
の
南
原
著
作
に
対
応
す
る
。
ま
た
更
に
、そ
の
対
象
に
向
け
ら
れ
た
関
心
に
於
て
、前
者
は
、「
現

実
」
と
の
交
渉
を
通
じ
て
な
さ
れ
た
南
原
の
思
想
的
「
転
回
」
を
扱
う
の
に
対
し
、
後
者
は
、
そ
の
「
転
回
」
の
与
件
と
し
て
の
「
思
考
様
式

〔
…
〕
と
学
問
体
系
と
の
関
係
」
を
扱
う
と
さ
れ
る
［iii

］。
そ
う
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
テ
ー
マ
（
従
っ
て
五
つ
の
論
文
）
を
貫
く
モ
テ
ィ
ー

フ
と
し
て
、
著
者
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

〔
…
〕
本
書
の
特
徴
を
ひ
と
つ
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、〔
南
原
の
〕
主
著
と
さ
れ
る
前
二
者
〔『
国
家
と
宗
教
』
及
び
『
フ
ィ
ヒ
テ
の
政
治
哲
学
』〕

に
収
録
さ
れ
た
論
文
を
、
著
書
に
ま
と
め
ら
れ
た
形
で
は
な
く
、
南
原
の
学
問
の
成
立
・
展
開
に
即
し
て
、
つ
ま
り
南
原
が
一
本
一
本
の

論
文
を
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
執
筆
し
た
か
を
、
論
文
の
成
立
の
場
、
そ
の
順
序
の
持
つ
意
味
を
意
識
し
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
る

〔
…
〕［ii

］。

　

つ
ま
り
、
個
々
の
時
点
で
書
か
れ
た
南
原
の
論
攷
一
つ
一
つ
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
南
原
の
「
転
回
」、
さ
ら
に
そ
の
内
在
的
条
件
と
し
て

の
「
思
考
様
式
」
と
い
う
、そ
の
思
想
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
丹
念
に
検
証
す
る
こ
と
が
本
書
の
立
脚
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
は
、特
に
、「
時

代
の
潮
流
に
対
し
て
少
し
も
動
か
さ
れ
な
い
、
そ
の
確
固
と
し
た（
１
）」
点
に
南
原
の
学
問
の
特
質
を
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
南
原
論
に
対

し
て
、
一
つ
の
重
要
な
問
題
提
起
を
孕
む
。
そ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
、
南
原
研
究
史
に
於
て
一
つ
の
里
程
標
と
見
な
さ
れ
る
加
藤
節
氏
の
南

原
論
と
比
較
す
る
と
き
、
際
立
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
著
者
は
、
加
藤
氏
の
研
究
を
、
南
原
の
思
想
の
「
一
貫
性
」
を
主
軸
と
し
て
構
成
さ
れ

た
も
の
と
整
理
さ
れ
て
い
る
［5-8

］
が
、
両
者
の
相
違
は
、
さ
ら
に
立
ち
入
る
と
次
の
点
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

加
藤
氏
の
描
か
れ
る
南
原
像
の
特
質
の
一
つ
と
し
て
、
カ
ン
ト
主
義
的
な
思
考
様
式
が
挙
げ
ら
れ
る
。
理
念
と
現
実
と
の
二
元
主
義
、
及
び

諸
文
化
価
値
の
自
律
性
と
い
わ
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る（
２
）。
そ
う
し
た
加
藤
氏
の
南
原
理
解
は
、
何
よ
り
南
原
の
自
己
認
識
を
承
け
た
も
の
で
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あ
っ
た
。
例
え
ば
、
田
邊
元
の
思
想
的
立
場
を
「
弁
証
法
的
合
理
主
義
」
と
見
な
し
、
ま
た
そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
的
思
考
を
批
判
し
た
南
原
は
、

自
身
の
哲
学
的
立
場
と
し
て
、「
批
判
主
義
」
と
い
う
カ
ン
ト
主
義
的
立
場
を
闡
明
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
［I: 269-273

］。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
本
書
が
描
く
南
原
の
思
想
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、
後
で
詳
し
く
紹
介
す
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
的
な
特
徴
を
も
っ

て
い
る
。
例
え
ば
、第
五
論
文
の
主
題
に
あ
る
「
フ
ィ
ヒ
テ
的
思
惟
」
と
い
う
南
原
の
言
葉
は
、『
政
治
理
論
史
』（
一
九
六
二
年
）
に
お
け
る
ヘ
ー

ゲ
ル
の
節
に
見
ら
れ
る
。
南
原
は
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「〔
…
〕
理
性
が
そ
の
中
に
お
い
て
自
己
自
身
を
見
出
す
た
め
に
、
自
ら

の
対
立
と
し
て
実
在
を
立
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
よ
り
、
、
高
い
段
階
に
お
い
て
精
神
が
自
己
自
身
を
意
識
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

は
ま
さ
に
フ
ィ
ヒ
テ
的
思
惟
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
よ
う
な
方
法
こ
そ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
弁
証
的
方
法dialektische M

ethode

」
で
あ
り
、

も
と
も
と
理
性
と
実
在
、
精
神
と
自
然
と
の
根
元
的
対
立
と
、
そ
し
て
そ
の
綜
合
へ
と
発
展
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
一
般
に
認
識
の

原
理
で
あ
る
」［IV

: 400-401

］。
そ
の
場
合
、
本
書
が
南
原
の
思
想
を
対
象
と
し
た
一
つ
の
「
内
在
的
」
理
解
の
試
み
と
し
て
な
お
妥
当
性
を

有
す
る
と
主
張
す
る
の
は
、
南
原
の
思
想
に
見
出
さ
れ
る
或
る
「
可
能
性
」
に
基
づ
く
。
以
下
、
こ
の
点
に
即
し
て
、
著
者
の
認
識
を
評
者
な

り
に
理
解
し
な
お
す
と
、
次
の
二
つ
の
点
が
示
さ
れ
得
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
一
つ
は
、
戦
時
下
の
現
実
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
状
況
に
対
す
る
南
原
の
思
想
的
戦
略
に
つ
い
て
、
再
考
を
促
す
面
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
二
元
主
義
的
枠
組
に
依
拠
す
る
と
き
、
現
実
に
お
け
る
時
代
的
傾
向
性
が
「
個
人
主
義
」
に
あ
る
場
合
、
彼
は

そ
れ
と
対
極
の
「
共
同
体
主
義
」
の
理
念
に
立
脚
し
、ま
た
現
実
が
「
共
同
体
主
義
」
に
傾
く
場
合
に
は
そ
の
逆
の
理
念
を
闡
明
す
る
と
い
っ
た
、

「
反
時
代
性
」（
加
藤
氏
）
が
そ
の
思
想
的
戦
略
の
態
様
と
な
る
。
そ
の
場
合
の
時
局
批
判
は
、
時
代
的
「
精
神
」
に
対
す
る
外
在
的
な
い
し
消

極
的
批
判
と
い
う
印
象
を
免
れ
得
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
書
の
試
み
は
、「
共
同
体
」
論
そ
れ
自
体
の
発
展
と
い
う
南
原
の
課
題
を
追
う

こ
と
で
、「
共
同
体
主
義
」
的
な
時
代
的
傾
向
性
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
内
在
し
た
「
精
神
史
」
的
可
能
性
を
追
究
す
る
こ
と
を
通
じ
た
、
積
極

的
な
時
代
批
判
と
い
う
思
想
的
戦
略
を
示
唆
す
る
。
先
の
例
を
再
び
取
り
上
げ
る
な
ら
、
南
原
の
田
邊
批
判
の
中
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
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け
る
「
可
能
性
」
の
解
釈
を
め
ぐ
る
対
立
の
潜
在
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
に
連
続
す
る
「
フ
ィ
ヒ
テ
的
思
惟
」
が
南
原
の
「
学
問
」
を
貫
く
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
、

『
政
治
理
論
史
』
─
─
本
書
が
対
象
と
す
る
南
原
の
主
要
著
作
の
前
提
と
も
い
う
べ
き
西
洋
政
治
思
想
史
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
示
し
た
と

見
ら
れ
る
─
─
に
内
在
し
た
「
歴
史
哲
学
」
と
し
て
、一
種
の
「
弁
証
法
」
的
認
識
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
が
成
り
立
ち
得
る
。
例
え
ば
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
共
同
体
主
義
的
傾
向
に
対
す
る

、
、
、
、
ス
ト
ア
派
・
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
の
「
個
人
主
義
」、
ま
た
そ
の
個
人
主
義
的
傾
向
に
対
す

、
、
、

る、
中
世
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
共
同
体
主
義
、
そ
れ
に
対
す
る

、
、
、
、
近
代
個
人
主
義
（
主
に
自
由
主
義
・
功
利
主
義
）、
最
後
に
、
そ
の
「
近
代
」
に
対
、
、

す
る
、
、
反
動
と
し
て
の
共
同
体
主
義
（
フ
ァ
シ
ズ
ム
・
ナ
チ
ズ
ム
）
と
い
う
認
識
は
、
い
わ
ば
テ
ー
ゼ
と
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
の
関
係
を
構
成
す
る
。

そ
の
二
つ
の
思
想
的
立
場
の
対
立
性
は
、
南
原
に
於
て
、
単
に
二
項
対
立
的
な
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
神
の
国
」
な
い
し
「
永
遠
平
和
の
国
」

へ
の
「
進
歩
」
―
―
上
述
の
観
点
に
立
て
ば
「
止
揚
」
―
―
を
含
ん
で
い
た
と
見
ら
れ
る（
３
）。
も
ち
ろ
ん
、「
弁
証
法
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
専
売

特
許
で
は
な
く
、
プ
ラ
ト
ン
や
カ
ン
ト
、
更
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
も
見
ら
れ
る
。
だ
が
、
南
原
が
過
去
の
思
想
を
一
面
的
に
見
て
斥
け
る
思

想
史
家
で
な
か
っ
た
こ
と
に
鑑
み
て
も
、
彼
の
思
想
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
的
要
素
の
問
題
に
は
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
関
心
か
ら
見
る
と
き
、
本
書
の
い
う
「
内
在
的
」
理
解
か
ら
構
成
さ
れ
る
南
原
像
は
、
い
わ
ば
南
原
自
身
に
よ
っ
て
語
ら
れ

な
か
っ
た
思
想
的
肖
像
を
描
く
試
み
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
加
藤
氏
に
よ
る
南
原
像
は
、
常
に
自
身
の
立
場
を
闡
明
し
た
南
原
の

自
画
像
に
基
づ
く
肖
像
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
、こ
れ
も
一
つ
の
「
内
在
的
」
な
理
解
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、本
書
の
発
す
る
問
題
提
起
は
、

「
本
格
的
な
南
原
研
究
の
始
ま
り
を
告
げ
る（

４
）」加
藤
氏
の
研
究
に
対
し
て
、そ
こ
か
ら
更
に
一
歩
を
進
め
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

本
稿
で
は
、
上
の
よ
う
な
特
質
を
も
つ
本
書
の
南
原
像
を
、
個
々
の
収
録
論
文
を
辿
り
な
が
ら
再
構
成
し
て
み
た
い
。
本
稿
で
は
そ
れ
を
次

の
点
か
ら
行
な
う
こ
と
と
す
る
。
第
一
に
、
個
々
の
収
録
論
文
の
自
立
性
を
重
視
す
る
。
と
い
う
の
も
、
上
述
の
二
つ
の
テ
ー
マ
に
編
成
さ
れ

た
本
書
で
は
あ
る
が
、
著
者
自
身
、
初
出
時
に
対
し
て
内
容
上
の
変
更
を
加
え
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
［237

］。
個
々
の
論
文
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の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
な
お
保
有
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

第
二
に
、収
録
論
文
の
中
で
も
、特
に
第
一
論
文
、第
五
論
文
、第
三
論
文
を
、こ
の
順
序
で
辿
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
、ま
ず
、

著
者
自
身
の
研
究
を
時
系
列
に
追
跡
す
る
こ
と
で
、
そ
の
南
原
像
が
南
原
の
思
想
形
成
と
い
う
面
か
ら
明
瞭
に
な
る
た
め
で
あ
る
。
実
際
、
著

者
自
身
の
関
心
に
即
し
て
見
る
と
、
第
一
論
文
で
は
南
原
の
一
九
三
六
年
の
論
攷
が
、
第
五
論
文
で
は
一
九
三
〇
・
三
一
年
の
論
攷
が
主
た
る

対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
論
文
で
は
、
そ
の
対
象
に
お
い
て
第
五
論
文
と
重
な
る
だ
け
で
な
く
、
南
原
が
学
究
生
活
に
先
立
っ
て
出

合
っ
た
内
村
鑑
三
の
思
想
と
の
比
較
に
及
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
著
者
の
問
題
関
心
に
沿
う
こ
と
は
、
南
原
の
思
想
を
過
去
に
遡
っ
て
理
解
す

る
脈
絡
に
接
続
す
る
。
と
同
時
に
、
最
も
新
し
く
執
筆
さ
れ
、
本
書
の
真
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
第
三
論
文
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
第
一
論

文
と
第
五
論
文
と
を
架
橋
す
る
視
点
を
含
ん
で
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
読
み
方
を
通
じ
て
、
本
書
の
南
原
像
を
構
造
的
に
理
解
し
て

い
き
た
い
。
な
お
、
以
上
の
三
論
文
に
絞
り
込
む
の
は
、
第
二
論
文
は
第
一
論
文
と
、
第
四
論
文
は
第
三
論
文
と
、
テ
ー
マ
や
認
識
に
お
い
て

重
な
る
点
が
多
い
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
論
文
は
第
一
論
文
の
枠
組
の
中
で
論
じ
ら
れ
た
も
の
、
第
四
論
文
は
の
ち
の
第
三
論
文
へ
発

展
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
本
書
「
あ
と
が
き
」
参
照
）。

二

　

本
書
は
、
前
述
の
通
り
、
南
原
の
「
共
同
体
」
論
を
、「
一
貫
性
」
と
は
異
な
る
側
面
か
ら
、
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
捉
え

よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
が
、そ
の
考
察
対
象
は
一
様
で
は
な
い
。
第
一
論
文
で
は
、「
現
実
」と
の
対
決
と
パ
ラ
レ
ル
な「
弁
証
法
的
展
開
」［8-9

］

が
、
第
五
論
文
で
は
、「
自
我
」
と
「
非
我
」
と
の
相
剋
と
い
う
「
フ
ィ
ヒ
テ
的
思
惟
」［210-211

］
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。
そ
う
し
た
二
つ
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の
認
識
が
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
か
を
、
上
述
の
順
序
で
読
み
進
め
つ
つ
、
構
造
的
に
把
握
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
、
第
一
論
文
で
、
著
者
が
特
に
着
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
九
三
六
年
九
月
に
公
表
さ
れ
た
論
文
「
プ
ラ
ト
ー
ン
復
興
と
現
代
国
家
哲

学
の
問
題
」（
以
下
で
は
「
プ
ラ
ト
ン
復
興
」
論
文
と
略
記
）
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
で
示
さ
れ
た
南
原
の
時
代
認
識
と
、
本
論
で
展
開
さ
れ
た

ゲ
オ
ル
ゲ
派
批
判
と
を
捉
え
て
、
著
者
は
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

　

南
原
は
、「
近
代
」
を
利
己
的
な
「
個
人
主
義
」
の
時
代
と
見
な
し
問
題
視
し
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
意
識
を
共
有
す
る
立
場
と
し
て
、
ゲ

オ
ル
ゲ
派
の
「
共
同
体
主
義
」
が
現
わ
れ
た
。
南
原
と
ゲ
オ
ル
ゲ
派
と
の
間
に
は
、「
近
代
」
克
服
の
鍵
と
し
て
「
宗
教
」
を
重
視
す
る
点
に

も
共
通
性
が
見
ら
れ
る
が
、
終
局
的
に
、
南
原
は
ゲ
オ
ル
ゲ
派
に
共
鳴
し
な
か
っ
た
。
ゲ
オ
ル
ゲ
派
に
従
え
ば
「
宗
教
の
独
占
に
よ
っ
て
国
家

が
価
値
の
源
泉
と
な
」
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
［61

］。
そ
こ
で
、そ
の
「
個
人
主
義
」
と
「
共
同
体
主
義
」
と
を
止
揚
し
独
自
の
「
共
同
体
」

論
を
確
立
す
る
と
こ
ろ
に
、「
プ
ラ
ト
ン
復
興
」
論
文
に
お
け
る
南
原
の
意
図
が
あ
っ
た
［50, 65, 68

］。
こ
の
よ
う
な
弁
証
法
的
思
考
と
独

自
の
共
同
体
主
義
の
確
立
と
は
、「
神
政
政
治
思
想
批
判
」
と
パ
ラ
レ
ル
に
為
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
ゲ
オ
ル
ゲ
派
批
判
を
契
機
と
し
て
、南
原
は
、

「
共
同
体
」
の
中
で

、
、
、
働
く
原
理
と
し
て
の
「
宗
教
」
を
積
極
的
に
問
う
よ
う
に
な
り
、「
共
同
体
」
固
有
の
価
値
を
見
出
す
よ
う
に
な
っ
た
と
さ

れ
る
。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
以
前
の
南
原
の
論
攷
で
は
、「
宗
教
」
は
、
単
に
政
治
的
価
値
＝
「
共
同
体
」
を
超
越
す
る
も
の
と
し
か
見
な
さ
れ

て
お
ら
ず
（「
フ
ィ
ヒ
テ
政
治
理
論
の
哲
学
的
基
礎
（
四
）」、
一
九
三
一
年
九
月
）、
ま
た
、「
共
同
体
」
的
要
素
と
し
て
の
「
国
民
主
義
」
な

い
し
「
国
民
共
同
体
」
は
、「
世
界
民
主
義
」
か
ら
相
対
化
さ
れ
（「
フ
ィ
ヒ
テ
に
於
け
る
国
民
主
義
の
理
論
」、一
九
三
四
年
四
月
）、「
共
同
体
」

そ
れ
自
体
と
し
て
固
有
の
価
値
な
い
し
原
理
は
見
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
［30, 35-36

］。
そ
れ
に
対
し
て
、「
プ
ラ
ト
ン
復
興
」
論
文
以
降
、「
共

同
体
」
の
中
に
「
宗
教
」
の
原
理
が
捉
え
ら
れ
た
こ
と
は
、南
原
に
於
て
、「
共
同
体
」
に
対
す
る
外
在
的
な
評
価
か
ら
内
在
的
な
追
究
へ
の
「
転

回
」
を
意
味
し
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
［47

］。
そ
う
し
て
、
著
者
は
、
こ
の
「
転
回
」
を
以
て
、
単
に
「
個
人
主
義
」
か
ら
「
共
同
体
主
義
」
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へ
、も
し
く
は
「
国
民
主
義
」
か
ら
「
世
界
民
主
義
」
へ
と
い
っ
た
単
線
的
な
発
展
と
は
異
な
る
、「
共
同
体
」
論
に
お
け
る
「
弁
証
法
的
展
開
」

と
い
う
南
原
の
問
題
関
心
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
第
五
論
文
で
は
、
南
原
の
問
題
関
心
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
、
こ
こ
で
は
、
南

原
の
い
う
「
フ
ィ
ヒ
テ
的
思
惟
」
を
そ
の
認
識
の
軸
と
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
先
に
引
用
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
改
め
て
定
義
し
な
お
す
と
す

れ
ば
、「
自
我
」
に
よ
る
「
非
我
」
の
定
位
と
そ
の
「
非
我
」
を
通
じ
た
「
自
我
」
の
自
己
規
制
、そ
し
て
、そ
う
し
た
過
程
に
お
け
る
「
非
我
」

の
克
服
と
い
う
思
考
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
で
あ
る
［210-211

］。
そ
の
上
で
、
著
者
は
、
南
原
の
「
非
我
」
の
内
容
を
三
つ
の
点
か
ら
明
ら
か
に

さ
れ
る
［211-224

］。

　

第
一
の
「
非
我
」
は
、「
自
我
」
に
対
す
る
実
体
的
な
「
他
者
」
で
あ
る
。「
自
我
」
は
そ
の
外
に
あ
る
「
他
者
」
を
認
識
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

対
等
な
「
自
由
」
は
対
立
を
生
み
な
が
ら
「
共
同
体
」
を
形
成
す
る
。
そ
の
「
非
我
」
の
克
服
と
し
て
の
「
共
同
体
」
は
、「
理
性
」
を
契
機

と
し
た
精
神
的
＝
教
育
的
な
共
同
体
と
さ
れ
る
。
次
に
、
そ
の
第
二
は
、「
絶
対
他
者
」
と
し
て
の
「
非
我
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
人
間
共
同
体

と
い
う
「
自
我
」
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
（
共
同
体
）
の
「
限
界
」
に
基
づ
い
て
定
位
さ
れ
る
。
最
後
に
、
第
三
の
「
非
我
」

は
、「
物
的
自
然
」
で
あ
る
。
南
原
は
、
そ
れ
を
、「
感
性
」
的
な
も
の
と
し
、「
理
性
」
的
な
も
の
の
統
制
下
に
据
え
た
。
但
し
本
論
文
で
は
、

そ
れ
ら
三
つ
の
「
非
我
」
―
―
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
照
射
さ
れ
た
三
つ
の
「
自
我
」
―
―
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
ら
れ
、
南
原
の

哲
学
体
系
を
構
成
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
著
者
の
分
析
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、さ
し
あ
た
り
、そ
う
し
た
各
々
の
「
非

合
理
」
的
な
「
非
我
」
の
固
有
性
を
認
め
つ
つ
、そ
れ
に
対
し
て
、「
理
性
」
的
な
「
自
我
」
を
も
一
つ
の
固
有
性
と
し
、そ
の
上
に
独
自
の
「
共

同
体
」
論
が
打
ち
立
て
ら
れ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
［224-230

］。

　

そ
れ
で
は
、「
共
同
体
」
に
内
在
す
る
「
宗
教
」
的
原
理
の
追
究
に
向
っ
て
い
く
問
題
関
心
の
推
移
（
第
一
論
文
）
と
、「
自
我
」
と
「
非
我
」

と
の
相
剋
と
い
う
思
考
様
式
（
第
五
論
文
）
と
は
、
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
第
三
論
文
に
目
を
向
け
た
い
。
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第
三
論
文
は
、
先
の
「
フ
ィ
ヒ
テ
的
思
惟
」
の
考
察
を
う
け
、
改
め
て
、
自
我
と
他
者
と
に
よ
る
「
共
同
体
」
を
中
心
に
据
え
、
そ
れ
と
「
絶

対
他
者
」・「
物
的
自
然
」
そ
れ
ぞ
れ
と
の
関
係
を
論
じ
よ
う
と
す
る
。
特
に
こ
こ
で
は
、
内
村
鑑
三
の
所
論
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
を
契
機

と
し
た
南
原
の
「
共
同
体
」
と
「
絶
対
他
者
」
と
の
関
係
性
に
重
点
が
置
か
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
内
村
お
よ
び
南
原
に
お
け
る
「
愛
」
の
観

念
と
「
義
」（
正
義
）
の
観
念
と
の
関
係
、
ま
た
、
南
原
の
言
説
に
見
ら
れ
る
「
よ
り
よ
き
正
義
」
と
「
合
理
的
な
る
正
義
」
と
の
関
係
が
考

察
の
対
象
と
な
る
。

　

そ
の
考
察
を
通
じ
て
著
者
の
到
達
さ
れ
た
認
識
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、「
非
我
の
論
理
」
に
照
ら
し

て
、
南
原
の
世
界
像
は
、「
宗
教
」
―
「
文
化
（
理
性
）」
―
「
自
然
」
の
「
三
重
構
造
」
よ
り
成
っ
て
い
る（

５
）［169

］。（
こ
れ
は
第
五
論
文
で

の
「
絶
対
他
者
」・「
共
同
体
」・「
物
的
自
然
」
と
い
う
認
識
と
対
応
す
る
。）
そ
し
て
、
そ
れ
ら
三
つ
の
「
世
界
」
は
一
つ
の
原
理
で
貫
か
れ

て
い
る
の
で
は
な
く
、「
宗
教
」
と
「
文
化
」
と
の
間
に
は
「
愛
と
正
義
の
信
仰
」
が
、
他
方
「
文
化
」
と
「
自
然
」
と
の
間
に
は
「
非
我
の

論
理
」
が
原
理
と
し
て
働
い
て
い
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
後
者
が
、
此
岸
的
世
界
の
内
部
で
働
く
原
理
で
あ
る
の
に
対
し
、
前
者
は
、
彼
岸

と
此
岸
と
の
間
で
起
る
「
否
定
の
契
機
を
含
む
運
動
の
精
神
」
を
示
す
。
こ
の
二
つ
の
原
理
は
ま
た
、此
岸
に
お
け
る
「
合
理
的
な
る
正
義
」
と
、

彼
岸
を
契
機
と
す
る
「
よ
り
よ
き
正
義
」
と
し
て
区
別
さ
れ
る（
６
）。

　

そ
れ
で
は
、
南
原
に
お
い
て
、「
よ
り
よ
き
正
義
」
と
「
愛
」
と
は
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
著
者
は
、「〔
…
〕

合
理
的
な
る
正
義
の
問
題
で
は
な
く
し
て
、
更
に
よ
り
よ
き
正
義
の
問
題
と
し
て
、
純
粋
に
愛
の
非
合
理
的
な
る
関
係
〔
…
〕」
と
い
う
南
原

の
言
説
に
基
づ
き
、「
宗
教
」（
彼
岸
）
の
領
域
に
お
い
て
同
義
の
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
［161

］。
し
か
し
他
面
で
、「
義

を
立
て
ん
か
愛
を
行
は
ん
か
、
こ
の
相
納
れ
ぬ
二
つ

、
、
、
、
、
、
、
、
を
一
に
納
め
る
こ
と
〔
…
〕」［125

］（
傍
点
評
者
）
と
い
う
、
本
書
で
引
か
れ
た
内
村
の

言
葉
に
従
う
な
ら
ば
、
南
原
に
も
、「
義
」
と
「
愛
」
と
の
間
に
は
異
る
位
相
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
南

原
に
お
け
る
こ
れ
ら
諸
概
念
の
位
相
に
つ
い
て
、
本
書
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
解
答
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
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こ
こ
で
、先
の
第
一
論
文
を
重
ね
合
せ
る
と
き
、「
よ
り
よ
き
正
義
」
と
「
愛
の
非
合
理
性
」
と
は
、次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
南
原
の
哲
学
に
お
け
る
「
宗
教
」
概
念
に
は
、
人
間
共
同
体
か
ら
超
越
す
る
契
機
と
、
そ
の
共
同
体
に
内
在
す
る
原
理
と
が
あ
っ

た
。
そ
の
場
合
、
前
者
は
、
人
間
性
に
対
峙
し
そ
れ
を
「
否
定
」
す
る
契
機
、
後
者
は
、
人
間
性
を
「
肯
定
」
す
る
契
機
と
見
な
す
こ
と
が
で

き
る
。
こ
こ
に
於
て
、「
よ
り
よ
き
正
義
」
は
、「
超
越
」・「
否
定
」
の
契
機
を
、
そ
れ
に
対
し
て
「
愛
の
非
合
理
性
」
は
、「
内
在
」・「
肯
定
」

の
契
機
を
現
わ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
得
る（
７
）。

　

以
上
の
三
論
文
の
考
察
を
南
原
の
思
想
的
推
移
と
し
て
整
理
し
な
お
す
な
ら
ば
、
一
九
三
〇
年
頃
、「
宗
教
」
を
超
越
的
な
「
絶
対
他
者
」

と
位
置
づ
け
、「
よ
り
よ
き
正
義
」
の
契
機
と
見
な
し
て
い
た
南
原
は
、
一
九
三
六
年
を
境
と
し
て
、
そ
の
「
非
我
」
を
共
同
体
的
「
自
我
」

の
中
に
取
り
込
み
、
そ
う
し
て
そ
の
「
共
同
体
」
に
内
在
す
る
「
愛
」
の
意
義
を
主
張
す
る
方
へ
「
転
回
」
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
に
、
南
原
に
対
す
る
本
書
の
整
合
的
な
理
解
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

三

　

し
か
し
、
本
書
の
南
原
理
解
に
は
、
幾
つ
か
の
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
何
よ
り
ま
ず
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
一
九
三
六

年
に
お
け
る
転
回
」
の
契
機
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
一
論
文
の
冒
頭
で
は
、「「
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
と
の
「
出
会
い
」」

が
あ
り
現
実
と
の
対
決
が
契
機
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
［9

］、
必
ず
し
も
そ
の
内
容
に
つ
い
て
重
点
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
本
論
文

で
は
、「
南
原
の
〔
…
〕
転
回
の
契
機
と
な
っ
た
事
件
は
、
二
・
二
六
事
件
と
思
わ
れ
る
」
と
注
記
さ
れ
、
つ
づ
け
て
、「
事
件
」
の
衝
撃
に
つ

い
て
語
っ
た
南
原
の
発
言
と
、
三
六
年
度
「
政
治
学
史
」
講
義
を
受
講
し
た
丸
山
眞
男
の
回
想
―
―
そ
の
開
講
の
辞
で
南
原
は
「
事
件
」
に
言
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及
し
た
と
い
う
―
―
と
が
引
用
さ
れ
て
い
る（

８
）［97-98

］。
確
か
に
丸
山
は
、二
・
二
六
事
件
と「
プ
ラ
ト
ン
復
興
」論
文
と
を
並
べ
て
語
っ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
三
六
年
に
、
南
原
に
起
っ
た
出
来
事
と
そ
の
意
味
を
示
唆
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
因
果
関
係
を
も
っ
て
論
じ
て
は
い
な

い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
国
家
と
宗
教
』
に
お
い
て
統
一
さ
れ
た
個
々
の
論
攷
を
一
旦
解
い
て
、個
別
的
に
発
表
さ
れ
た
時
点
で
の
南
原
の
「
現

実
」
認
識
を
再
認
識
す
る
こ
と
に
本
書
の
試
み
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
改
め
て
そ
の
「
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
の
内
容
と
そ
の
根
拠
と
が
問
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
、
敢
て
評
者
の
南
原
理
解
を
差
し
挟
み
、「
プ
ラ
ト
ン
復
興
」
論
文
の
契
機
を
同
時
代
の
政
治
的
事
件
に
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
「
國
體
明
徴
問
題
」（
天
皇
機
関
説
事
件
）
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る（
９
）。
一
九
三
五
年
一
〇
月
に
発
表
さ
れ
た
第
二
次
國
體
明

徴
声
明
は
、
お
よ
そ
学
問
は
國
體
の
「
神
聖
」
性
に
則
る
べ
き
こ
と
、
ま
た
、「
外
国
」
産
の
学
問
は
反
國
體
の
契
機
と
な
る
と
い
う
判
断
を

示
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
文
部
省
教
学
局
の
設
置
と
そ
れ
に
よ
る
「
学
問
統
制
」
と
は
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
声
明
を
念
頭

に
置
い
て
「
プ
ラ
ト
ン
復
興
」
論
文
を
読
む
と
き
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
た
「
共
同
体
」
論
が
「
國
體
明
徴
」
の
問
題
の
核
心
と
対
応
し
て
い
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、「
神
話
」
的
＝
「
非
合
理
」
的
な
「
学
問
」
に
対
し
て
、
西
洋
的
な
い
し
普
遍
的
な
「
合
理
的
精
神
」
が
も
つ

固
有
の
価
値
の
主
張
に
ほ
か
な
ら
な
い
［I: 51

］。
こ
こ
に
、「
合
理
的
精
神
」
は
、
南
原
の
「
哲
学
」
に
照
ら
し
て
、
二
つ
の
意
味
を
も
つ
。

一
つ
は
、
自
律
的
な
学
問
的
価
値
と
し
て
の
論
理
的
「
合
理
性
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、「
共
同
体
」
的
原
理
と
し
て
の
「
理
性
」
で
あ
る
。

い
ま
後
者
に
つ
い
て
の
み
言
え
ば
、「
プ
ラ
ト
ン
復
興
」
論
文
に
お
け
る
最
も
積
極
的
な
南
原
の
主
張
は
「
政
治
的
非
合
理
性
」［I: 38

］
に
対

す
る
「
政
治
上
の
合
理
主
義
」
に
あ
っ
た
［I: 49

］。
そ
の
「
合
理
主
義
」
は
、
國
體
明
徴
運
動
の
「
非
合
理
性
」
に
対
し
て
、「
理
性
」
を
原

理
と
し
た
「
共
同
体
」
を
要
請
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
「
國
體
」
批
判
は
、『
国
家
と
宗
教
』
第
二
論
文
「
基
督
教
の
「
神
の
国
」

と
プ
ラ
ト
ン
の
国
家
理
念
」（
一
九
三
七
年
）
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
接
続
し
て
い
く）

（1
（

。
実
際
、
ゲ
オ
ル
ゲ
派
は
、
当
該
論
文
で
「
異
教
的
」
な
神

政
政
治
思
想
と
呼
ば
れ
、
更
に
第
四
論
文
「
ナ
チ
ス
世
界
観
と
宗
教
の
問
題
」（
一
九
四
一
・
四
二
年
）
で
も
「
宗
教
的
独
断
」
と
断
じ
ら
れ
て
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い
る
［I: 105, 259

］。
そ
の
意
味
で
、「
プ
ラ
ト
ン
復
興
」
論
文
に
は
、
政
治
と
宗
教
と
の
「
分
離
」
を
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ
ー
フ
と
す
る
「
神
政

政
治
思
想
批
判
」
も
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
前
面
に
展
開
さ
れ
、
同
時
に
、
著
者
の
指
摘
さ
れ
る
「
共
同
体
」
内
部
の
「
宗
教
」
的

原
理
が
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
論
攷
「
基
督
教
の
「
神
の
国
」
と
プ
ラ
ト
ン
の
国
家
理
念
」［I: 110-113

］
以
降
で
は

な
い
か
。
そ
し
て
、
こ
の
「
神
政
政
治
思
想
批
判
」
か
ら
遡
及
的
に
捉
え
ら
れ
が
ち
な
「
プ
ラ
ト
ン
復
興
」
論
文
を
、
目
の
前
で
非
合
理
化
さ

れ
よ
う
と
し
て
い
る
「
学
問
」
の
価
値
理
念
＝
合
理
性
の
擁
護
と
し
て
捉
え
か
え
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

以
上
の
よ
う
な
評
者
の
理
解
か
ら
著
者
の
所
論
を
見
る
と
き
、
さ
ら
に
次
の
三
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
第
一
に
、「
共
同
体
」
的
原
理
と
し

て
の
「
宗
教
」
は
、戦
時
下
の
南
原
に
於
て
、「
日
本
的
基
督
教
」
の
主
張
［I: 275

］
へ
連
な
っ
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

著
者
は
、ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
評
価
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。少
な
く
と
も
、『
国
家
と
宗
教
』を
対
象
と
し
た
は
ず
の
本
書
第
一
論
文
に
お
い
て
、

南
原
の
「
日
本
的
基
督
教
」
に
つ
い
て
の
判
断
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
は
、
内
村
と
南
原
と
の
継
受
関
係
を

対
象
と
さ
れ
た
第
三
論
文
に
も
関
わ
る
。

　

そ
こ
で
、
第
二
の
疑
問
と
し
て
、
第
三
論
文
に
よ
れ
ば
、
内
村
は
、「
基
督
教
は
単
に
愛
を
教
ふ
る
宗
教
で
は
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
義
を
満
足
さ
せ
る

、
、
、
、
、
、
、
愛

の
宗
教
で
あ
る
」（
傍
点
評
者
）［132

］
と
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
、だ
と
す
れ
ば
、南
原
の
「
宗
教
」
概
念
が
、超
越
的
な
「
よ
り
よ
き
正
義
」

か
ら
内
在
的
な
「
愛
」
へ
と
「
転
回
」
し
て
行
っ
た
と
い
う
見
解
は
、
内
村
か
ら
の
独
立
な
い
し
背
反
と
見
な
さ
れ
得
る
の
で
は
な
い
か）

（（
（

。
そ

の
こ
と
は
ま
た
、「
宗
教
」
に
よ
っ
て
所
与
の
「
共
同
体
」
を
即
自
的
に
肯
定
し
て
い
く
よ
う
な
「
神
政
政
治
思
想
」
の
陥
穽
に
、
南
原
自
身

が
向
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
判
断
は
、
前
節
で
辿
っ
た
評
者
の
理
解
か
ら
帰
結
さ

れ
る
。
そ
の
点
で
、
評
者
の
理
解
に
誤
り
が
な
い
か
、
著
者
か
ら
の
ご
指
摘
を
俟
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
も
し
評
者
の
理
解
に
誤
り
が
無
い
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
第
三
の
疑
問
が
生
じ
る
。
果
し
て
南
原
の
「
共
同
体
」
論
の
意
義
は
、
経

験
的
な
も
の
に
対
す
る
即
自
的
な
「
肯
定
」
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
次
の
二
つ
の
問
題
を
指
摘
し
て
お
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き
た
い
。

　

一
つ
は
、
理
性
的
「
自
我
」
と
非
理
性
的
「
非
我
」
と
の
相
剋
と
さ
れ
る
「
非
我
の
論
理
」
に
お
い
て
、
先
の
「
政
治
的
非
合
理
性
」
は
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
非
合
理
性
」
は
、「
お
よ
そ
政
治
生
活
に
は
権
力
へ
の
衝
動
な
い
し
意
志
、

あ
る
い
は
民
族
自
身
の
生
存
の
た
め
の
闘
争
な
ど
、
固
有
の
非
合
理
性
が
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
〔
…
〕」［I: 249

］
と
い
う
、
論
攷
「
ナ
チ

ス
世
界
観
と
宗
教
の
問
題
」
に
お
け
る
言
説
と
も
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る）

（1
（

。
だ
と
す
れ
ば
、「
政
治
的
非
合
理
性
」
は
、
共
同
体

的
な
い
し
集
団
的
な
単
位
と
し
て
経
験
的
に
実
在
す
る
。
著
者
の
指
摘
さ
れ
た
理
性
的
な
教
育
的
＝
精
神
的
な
「
共
同
体
」
は
、
単
に
個
人
間

の
利
害
の
衝
突
だ
け
で
な
く
、
共
同
体
「
固
有
の
非
合
理
性
」
に
対
す
る
理
念
を
指
す
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
し
て
、
経
験
的
な
い
し
現
実
の
「
共
同
体
」
に
対
す
る
南
原
の
判
断
を
め
ぐ
る
も
う
一
つ
の
問
題
は
、「
共
同
体
」
的
価
値
に
対
す
る
「
個

人
人
格
価
値
」
の
位
相
に
つ
い
て
、著
者
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
例
え
ば
、戦
時
下
の
論
攷
「
人
間
と
政
治
」

（
一
九
三
九
年
五
月
）
で
、
南
原
は
、「〔
国
家
の
〕
価
値
に
対
す
る
人
間
の
態
度
は
、
お
よ
そ
自
由
な
主
観
を
前
提
と
す
る
」［III: 78

］
と
ま

で
強
調
し
た
こ
と
が
あ
る）

（1
（

。
他
方
、著
者
は
、第
五
論
文
の
冒
頭
で
「
価
値
並
行
論
」
の
「
要
諦
」［III: 3-4

］
を
「
南
原
の
共
同
体
論
の
構
成
」

［208

］
と
端
的
に
同
視
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
理
解
な
い
し
表
現
は
、「
個
人
人
格
価
値
」
の
自
律
性
お
よ
び
諸
価
値
の
「
並
行
」
性
と

い
う
南
原
の
価
値
並
行
論
の
体
系
性
を
見
落
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
い
説
明
を
お
伺
い
し
た
い）

（1
（

。

　

以
上
に
述
べ
た
本
書
へ
の
疑
問
を
辿
り
な
お
す
と
、
と
り
わ
け
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
な
南
原
の
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
批
判
の
意
味
に
つ
い
て
明
確

に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
本
書
の
論
拠
を
不
十
分
な
も
の
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
南
原
の
「
学
問
」
を
貫
く
と
さ
れ
る
フ
ィ
ヒ

テ
哲
学
は
、
西
洋
思
想
史
の
文
脈
か
ら
見
る
と
き
、
確
か
に
次
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
一
契
機
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

南
原
は
『
フ
ィ
ヒ
テ
の
政
治
哲
学
』
の
「
序
」
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
著
者
の
観
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
に
始
ま
る
ド
イ
ツ

理
想
主
義
の
発
展
に
お
い
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
間
に
は
越
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
一
線
が
横
た
わ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
む
し
ろ
、
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カ
ン
ト
に
近
く
、
そ
し
て
カ
ン
ト
哲
学
の
形
式
主
義
に
欠
け
て
い
た
内
実
を
充
た
そ
う
と
努
力
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
批
判
的
理
想
主
義
に
、
著
者

は
特
別
の
関
心
を
抱
い
て
来
た
の
で
あ
る
」［II: 4

］。
―
―
本
書
は
、
そ
の
「
一
線
」
を
踏
み
越
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
に
述
べ
た
こ
と
は
、
評
者
の
南
原
理
解
を
一
応
の
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
の
試
み
に
対
し
て
、
決
し
て
外
在
的
な
問
題
で

は
な
い
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
南
原
自
ら
が
語
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
「
内
在
的
」
に
理
解
し
、
新
た
に
そ
の
思

想
的
肖
像
を
造
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
南
原
の
自
画
像
に
基
づ
く
よ
り
一
層
確
か
な
根
拠
と
そ
の
た
め
の
実
証
的
な
手
続
き
と
が
求
め
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
課
題
は
、
本
書
の
み
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
の
南
原
研
究
に
要
請
さ
れ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

＊ 

本
稿
で
は
、
対
象
テ
ク
ス
ト
の
頁
は
本
文
中
に
［　

］
で
表
示
し
た
。
ま
た
、『
南
原
繁
著
作
集
』（
全
一
〇
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
―
一
九
七
三
年
）

へ
の
言
及
は
、［
巻
数: 

頁
数
］
と
し
て
本
文
中
に
表
示
し
た
。
例
え
ば
、『
著
作
集
』
第
一
巻
四
九
頁
は
、［I: 49

］
と
記
し
た
。

（
１
）
松
沢
弘
陽
・
植
手
通
有
編
『
丸
山
眞
男
回
顧
談
』
下
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
七
〇
―
七
一
頁
。

（
２
）
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
、加
藤
節
「
南
原
繁
の
政
治
哲
学
―
―
「
価
値
並
行
論
」
を
中
心
と
す
る
予
備
的
考
察
―
―
」（
一
九
八
九
年
八
月
、『
政
治
と
人
間
』

岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
所
収
）、
同
「
南
原
政
治
哲
学
か
ら
の
問
い
」（
南
原
繁
研
究
会
編
『
南
原
繁
と
現
代
』to be

出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
所
収
）

等
を
参
照
。

（
３
）
こ
の
よ
う
な
認
識
に
つ
い
て
次
の
二
つ
の
こ
と
を
補
足
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
こ
の
よ
う
な
過
去
の
思
想
・
精
神
に
対
す
る
「
反
動
」
と
い
う
南
原

の
認
識
は
、同
時
に
、プ
ラ
ト
ン（
時
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
含
ま
れ
る
）の
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
と
を
基
準
と
し
た「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
史
」の「
伝
統
」

の
継
受
な
い
し
「
離
反
」
へ
の
認
識
を
伴
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
そ
れ
が
示
さ
れ
る
の
は
、『
国
家
と
宗
教
』
第
四
章
に
配
さ
れ
た
「
ナ
チ

ス
世
界
観
と
宗
教
の
問
題
」
で
あ
ろ
う
。
南
原
は
そ
の
中
で
、
ナ
チ
ス
が
依
拠
す
る
「
伝
統
」
的
な
思
想
を
一
つ
一
つ
検
証
し
、
そ
の
結
論
と
し
て
、
ナ

チ
ス
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
史
の
「
伝
統
」
に
対
す
る
「
乖
離
と
背
反
」
な
い
し
「
決
定
的
離
反
」
を
意
味
す
る
と
断
じ
た
［I: 254, 263

］。
そ
う
し
た
認

識
に
は
、「
個
人
主
義
」
と
「
共
同
体
主
義
」
と
い
っ
た
二
項
対
立
的
な
相
剋
と
は
異
な
っ
た
思
考
様
式
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　

第
二
に
、
南
原
は
、
彼
の
カ
ン
ト
論
に
即
し
て
見
る
限
り
、
試
行
錯
誤
に
満
ち
た
人
間
の
「
努
力
」
に
よ
る
歴
史
の
「
進
歩
」
を
一
応
信
じ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
功
利
主
義
と
し
て
痛
烈
に
批
判
し
た
国
際
連
盟
を
「
永
遠
平
和
」
へ
の
重
要
な
「
象
徴
」（signum

 rem
em

orativum

）
と

も
見
て
い
た
こ
と
［I: 183-184

］、
当
初
、
ナ
チ
ス
の
共
同
体
主
義
を
「
近
代
」
対
す
る
新
た
な
理
念
創
出
の
「
苦
悩
と
陣
痛
」
と
し
て
、
や
や
同
情
的
に
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14

見
て
い
た
こ
と
［III: 66

］
な
ど
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
カ
ン
ト
論
文
で
は
、
そ
う
し
た
歴
史
の
「
進
歩
」
の
問
題
が
「
摂
理
」
の
観
念
を
考

察
す
る
文
脈
で
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
無
視
さ
れ
得
な
い
［I: 180, 188

］。

　

以
上
の
二
つ
の
理
解
は
、
評
者
自
身
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
別
稿
に
て
改
め
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
４
）
木
花
章
智
「
加
藤
節
『
南
原
繁
―
―
近
代
日
本
と
知
識
人
―
―
』（
岩
波
新
書
、
一
九
九
六
年
）」、
本
誌
第
一
八
号
、
一
九
九
八
年
五
月
、
一
五
九
頁
。

（
５
）
拙
稿
「
戦
時
下
に
お
け
る
南
原
繁
―
―
戦
時
版
『
国
家
と
宗
教
』
の
構
成
に
関
す
る
考
察
―
―
」、本
誌
第
三
五
号
、二
〇
〇
八
年
一
二
月
、三
七
頁
、参
照
。

（
６
）
著
者
の
こ
の
認
識
を
さ
ら
に
敷
衍
す
れ
ば
、『
政
治
哲
学
序
説
』
に
示
さ
れ
た
二
つ
の
「
政
治
」
概
念
に
も
対
応
す
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、「
合
理

的
な
る
正
義
」
は
、人
間
共
同
体
＝
政
治
的
共
同
体
と
「
物
的
自
然
」
＝
経
済
現
象
と
の
間
に
働
く
、前
者
に
よ
る
後
者
の
管
理
・
統
制
と
い
う
原
理
と
し
て
、

ま
た
「
よ
り
よ
き
正
義
」
は
、「
宗
教
」
に
接
続
す
る
社
会
共
同
体
の
価
値
原
理
と
し
て
類
推
さ
れ
る
［V

: 125-126, 152

］。
後
者
に
つ
い
て
は
本
稿
注
（
７
）

を
併
せ
て
参
照
。

（
７
）
加
藤
節
「
南
原
繁
の
戦
後
体
制
構
想
」
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
敗
戦
の
神
義
論
」
は
、「
枢
軸
国
の
敗
戦
に
よ
る
「
正
義
」
の
成
就
」
を
意
味
す
る
点
で
、

本
書
で
い
う
と
こ
ろ
の
、ま
さ
に
此
岸
に
対
す
る
彼
岸
的
な
「
よ
り
よ
き
正
義
」
の
「
否
定
」
の
契
機
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
（
南
原
繁
研
究
会
編
『
南

原
繁　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｘ
、
二
〇
一
〇
年
、
二
〇
頁
）。

（
８
）
丸
山
眞
男
・
福
田
歓
一
編『
聞
き
書　

南
原
繁
回
顧
録
』東
京
大
学
出
版
会
、一
九
八
九
年
、一
七
七
頁
。
丸
山「
南
原
繁
著
作
集
第
四
巻　

解
説
」（
一
九
七
三

年
五
月
）、『
丸
山
眞
男
集
』
第
一
〇
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
一
三
九
―
一
四
〇
頁
。

（
９
）
こ
こ
で
更
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
政
治
的
事
件
と
「
プ
ラ
ト
ン
復
興
」
論
文
の
批
判
対
象
た
る
ゲ
オ
ル
ゲ
派
と
が
、
南
原
に
於
て
ど
の
よ
う
に

結
び
つ
い
て
い
た
か
を
論
証
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
ゲ
オ
ル
ゲ
派
を「
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
」の
内
容
と
す
る
に
は
確
た
る
論
拠
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
の
点
の
評
者
の
認
識
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
用
意
し
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
10
）
現
代
の
「
神
政
政
治
思
想
」
を
指
摘
す
る
論
攷
「
基
督
教
の
「
神
の
国
」
と
プ
ラ
ト
ン
の
国
家
理
念
」
の
或
る
箇
所
に
お
い
て
、南
原
は
、イ
タ
リ
ア
の
フ
ァ

シ
ズ
ム
、
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ス
を
批
判
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
（『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
五
一
巻
第
一
一
号
、
国
家
学
会
事
務
所
、
一
九
三
七
年

一
一
月
、
五
四
頁
、
傍
点
評
者
）。

基
督
教
の
世
界
の
外

、
、
、
、
、
、
、
、
に
於
て
、
輓
近
、
国
家
権
威
の
復
興
と
國
體
明
徴

、
、
、
、
の
声
が
国
民
的
宗
教
の
問
題
と
関
連
し
て
叫
ば
れ
る
の
も
、
か
う
し
た
事
情

か
ら
で
あ
り
、
随
つ
て
、
そ
の
国

、
、
、
の
国
家
組
織
と
哲
学
は
、
究
極
に
於
て
、
そ
の
国
民
の
神
学
―
―
宗
教
的
非
合
理
性
の
問
題
に
帰
着
す
る
も
の
と

考
へ
ら
れ
る
。

無
論
、
こ
の
「
國
體
明
徴
」
と
い
う
言
葉
は
、『
国
家
と
宗
教
』
刊
行
時
に
は
削
除
さ
れ
て
い
る
（［I: 117

］
参
照
）。
な
お
、
前
掲
拙
稿
「
戦
時
下
に
お

け
る
南
原
繁
」、
一
三
―
一
四
頁
を
併
せ
て
参
照
。

（
11
）
但
し
、
南
原
の
「
日
本
的
基
督
教
」
の
内
容
を
探
る
こ
と
は
今
後
の
課
題
に
属
す
る
が
、
さ
し
あ
た
り
内
村
の
そ
れ
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
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15 書　　　評

（「
内
村
鑑
三
先
生
の
追
想
」（
一
九
三
五
年
三
月
）［V

I: 89-91

］
参
照
）。

（
12
）
こ
の
表
現
は
、
そ
の
他
に
も
、
同
じ
論
攷
に
お
け
る
次
の
文
章
と
も
関
連
す
る
は
ず
で
あ
る
。
―
―
「〔
ナ
チ
ス
が
〕
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
要
す
る
の
は
、

そ
の
世
界
観
に
お
い
て
「
政
治
」
が
前
面
に
表
出
し
、
政
治
的
行
動
に
よ
っ
て
全
文
化
の
危
機
の
克
服
を
目
ざ
す
こ
と
で
あ
る
。
固
有
の
信
仰
を
内
包
す

る
政
治
的
意
志
と
決
断
が
基
礎
で
あ
っ
て
、そ
れ
が
神
学
と
哲
学
の
全
体
を
決
定
し
、一
切
の
文
化
は
た
だ
本
源
的
な
政
治
的
決
断
を
世
界
像
に
置
き
換
え
、

も
し
く
は
拡
充
す
る
だ
け
の
任
務
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
」［I: 254

］。

（
13
）
こ
の
点
に
関
し
て
、例
え
ば
、苅
部
直
『
光
の
領
国　

和
辻
哲
郎
』（
初
版
一
九
九
五
年
、岩
波
現
代
文
庫
、二
〇
一
〇
年
）
は
、南
原
の
こ
の
言
説
を
と
り
あ
げ
、

和
辻
の
共
同
体
主
義
的
思
想
と
対
立
す
る
「
個
人
主
義
」
的
立
場
を
認
め
て
い
る
（
二
五
三
―
二
五
四
頁
）。

（
14
）
先
に
評
者
の
見
解
と
し
て
、
南
原
の
「
合
理
的
精
神
」
の
二
つ
の
意
味
を
示
し
た
が
、
そ
こ
で
割
愛
し
た
も
う
一
つ
の
意
味
―
―
自
律
的
な
学
問
的
価
値

―
―
は
、
こ
の
点
に
関
わ
る
。
と
い
う
の
は
、
南
原
に
よ
れ
ば
、「
学
問
的
価
値
」（
真
）
は
、「
道
徳
的
価
値
」（
善
）・「
芸
術
的
価
値
」（
美
）
と
並
ん
で
、

「
個
人
人
格
的
価
値
」
の
一
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
面
か
ら
見
る
限
り
、「
合
理
的
精
神
」
の
主
体
は
、「
共
同
体
」
で
は
な
く
、「
個
人
」

に
な
る
。
な
お
、「
合
理
的
精
神
」
に
含
ま
れ
た
「
神
政
政
治
思
想
批
判
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、『
国
家
と
宗
教
』
第
二
・
第
四
論
文
に
連
な
る
と
述
べ
た
が
、

こ
の
学
問
的
「
合
理
性
」
の
主
張
は
、
一
九
三
八
年
九
月
の
論
攷
「
文
部
案
と
大
学　

文
政
上
の
立
憲
主
義
―
―
新
日
本
文
化
創
造
へ
の
道
」（
後
に
「
大

学
の
自
治
」
と
改
題
の
上
『
学
問
・
教
養
・
信
仰
』（
近
藤
書
店
、
一
九
四
六
年
）
に
収
録
）
に
接
続
し
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。
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